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告 示

�愛媛県告示第８０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から名称を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

岡 本 歯 科 医 院 大洲市大洲１８番地１ 平成３１年４月１日

う わ じ ま 薬 局 宇和島市堀端町１－１８ 令和４年１２月１日

松 原 歯 科 医 院 西条市大町７０９－５ 令和４年１２月１日

ミライノ薬局川之江店 四国中央市川之江町１２９９ 令和５年１月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
みやはら腎・泌尿器科クリ
ニック 新居浜市八幡二丁目６番

３０号 令和５年１月１日
（変更前）
宮原医院

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

岡 本 歯 科 医 院 大洲市大洲１８番地１ 平成３１年３月３１日

う わ じ ま 薬 局 宇和島市堀端町１－１８ 令和４年１１月３０日

医療法人 真穂会 ますだ
歯科医院

宇和島市栄町港二丁目２
番２５号 令和４年１２月２８日

毎週（火・金）曜日発行 第３７７号 令和５年１月２７日

令和５年１月２７日金曜日 第３７７号
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�愛媛県告示第８３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項において準用

する同法第５１条第１項の規定により、次のとおり指定施術機関の辞

退があった。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

高 瀬 歯 科 医 院 今治市近見町二丁目１番
５２ 令和４年１２月３１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日

ひ ま わ り 歯 科 東温市志津川南七丁目３
番地５ 令和４年１２月２７日

施術機関の名称 施術機関の所在地 辞退年月日

す ま い る 鍼 灸 接 骨 院 新居浜市東雲町二丁目６
－１７ 令和４年１２月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人 今井クリニック整
形外科 西条市丹原町今井１０６番１ ケアコンシェルジュ今井 西条市丹原町今井１５５番１ 令和４年９月２０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

高 瀬 譲 今治市近見町二丁目１－５２ 高瀬歯科医院 今治市近見町二丁目１－５２ 令和４年１２月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

高 瀬 譲 今治市近見町二丁目１－５２ 高瀬歯科医院 今治市近見町二丁目１－５２ 令和４年１２月３１日

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

野本記念病院 松山市三番町五丁目１２番
地１

医療法人財団仁
清会

令和８年
１月３１日
まで
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�愛媛県告示第８９号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商工観光課並びに新居浜市役所において告示の日か

ら４月間縦覧に供する。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ＤＣＭ新居浜店 新居浜市瀬戸町甲４０
７５番地 大規模小売店舗の名称 ＤＣＭダイキ新居浜

店 ＤＣＭ新居浜店 令和４年
３月１日

令和５年
１月１７日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ＤＣＭダイキ株式会
社
代表取締役
小島 正之

ＤＣＭダイキ株式会
社
代表取締役
中川 真行

令和２年
５月２５日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

ＤＣＭダイキ株式会
社
松山市美沢一丁目９
番１号
代表取締役
小島 正之

ＤＣＭ株式会社
東京都品川区南大井
六丁目２２番７号
代表取締役
石黒 靖規

令和３年
３月１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９１号
次のとおり落札者を決定した。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

松山市民病院 松山市大手町二丁目６番
地５

一般財団法人永
瀬会

令和８年
１月３１日
まで

松山赤十字病院 松山市文京町１番地 日本赤十字社
令和８年
１月３１日
まで

愛媛県立中央病
院 松山市春日町８３番地 愛 媛 県

令和８年
１月３１日
まで

南松山病院 松山市朝生田町一丁目３
番１０号

社会医療法人仁
友会

令和８年
１月３１日
まで

梶浦病院 松山市三番町四丁目４番
地５ 医療法人慈愛会

令和８年
１月３１日
まで

愛媛生協病院 松山市来住町１０９１番地１ 愛媛医療生活協
同組合

令和８年
１月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

市立八幡浜総合
病院

八幡浜市大平１番耕地６３
８番地 八 幡 浜 市

令和８年
１月３１日
まで

大洲中央病院 大洲市東大洲５番地 社会医療法人北
斗会

令和８年
１月３１日
まで

大洲記念病院 大洲市徳森１５１２番地１ 医療法人恕風会
令和８年
１月３１日
まで
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�愛媛県告示第９２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、大洲河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和５年１月１６日から

２月２８日まで

３ 作業地域 愛媛県南宇和郡愛南町小山地区～中川地区

�������
�愛媛県告示第９３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画道路事業３・２・６０号松山駅北東西線及び３・

３・１０号松山駅前衣山線（松山市施行）の事業計画の変更を次のよ

うに認可した。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成２８年１１月２９日から

令和９年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第９４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、西条都市計画下水道事業東予・丹原公共下水道（西条市施行）

の事業計画の変更を次のように認可した。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和５８年７月２６日から

令和６年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市東長戸土地改良区の定款の変更を認可した。

令和５年１月２７日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市南吉田町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和５年１月２７日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第９５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

水産修第１号
漁業取締船「せとかぜ」定期検査に
係る機関修繕業務 一式

愛媛県農林水産部
水産局水産課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和５年１月１８日
株式会社大東工作所
兵庫県神戸市兵庫区出
在家町二丁目６番２号

５５，０００，０００円 一般競争入札 令和４年１１月２９日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－４）第１８６９２号 令和４年
１１月１４日 �リンサット 福田 智範 西条市大町７９４－２ 令和４年

１１月２４日 内装仕上工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－３）第７９９号 令和３年
１１月８日 �小川工務店 小川 憲人 越智郡上島町弓削鎌田２３

７
令和４年
１２月７日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－３）第９３１９号 令和３年
１２月２２日 �小川洋行 小川 千代 越智郡上島町弓削下弓削

９８７－３
令和４年
１２月７日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２９）第７４７３号 平成３０年
１月２１日 �羽藤組 羽藤 武司 今治市徳重２８８－１ 令和４年

１２月２３日
板金工事業、ガラス工事業
塗装工事業、防水工事業

建設業の廃止
（一部）
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雑 報

�愛媛県告示第９８号
松山市太山寺土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和５年１月２７日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 松山市太山寺土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画

書の写し

� 松山市太山寺土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

令和５年１月３０日から令和５年２月２７日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

�公 告

令和４年度行政書士試験合格者の公示について

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条第１項の規定により愛

媛県知事から一般財団法人行政書士試験研究センターに委任された

行政書士試験の合格者を次のとおり公示する。

令和５年１月２７日

一般財団法人行政書士試験研究センター

理事長 多賀谷 一 照

�愛媛県告示第９９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年１月２７日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第１００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第４２号

令和５年１月２０日

東温市志津川字町筋甲６３６番１、甲６３６番２、甲６３６番６、甲６３６番１３、甲６３

６番１４、甲６３６番１５

松山市勝山町二丁目４番地７

株式会社ミツワ都市開発

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市森山乙４３７番７から

同市森山甲７１１番１まで

旧 ５．１０～９．９１ ０．１６７

新
５．１０～９．９１
及び

５．００～１５．０１

０．１６７
及び
０．１６５

〃 大洲野村線
大洲市菅田町大竹甲３４２番１１から

同町大竹甲３３３番９まで

旧 ８．８～１２．６ ０．１８８

新 ８．９～２３．３ ０．１８８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和明浜線
西予市明浜町俵津２番耕地７６７番６から

同町俵津２番耕地７７１番２まで
令和５年１月２７日
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受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

７５１０００５ ７５１００７６ ７５１０２０４ ７５１０３６１

７５１０００７ ７５１００９２ ７５１０２０５ ７５１０３６２

７５１００２０ ７５１０１０１ ７５１０２１１ ７５１０３９４

７５１００３３ ７５１０１１３ ７５１０２２９ ７５１０４２９

７５１００３７ ７５１０１２３ ７５１０２３０ ７５１０４４１

７５１００４１ ７５１０１４１ ７５１０２３４ ７５１０４５８

７５１００４２ ７５１０１４６ ７５１０２３５ ７５１０４６２

７５１００４９ ７５１０１７７ ７５１０２３６ ７５１０４６５

７５１００５３ ７５１０１８１ ７５１０２５９ ７５１０４８０

７５１００６３ ７５１０１８５ ７５１０２８８ ７５１０４８４

７５１００６６ ７５１０１８６ ７５１０２９１ ７５１０４９３

７５１００６７ ７５１０２０１ ７５１０３３２

令和５年１月２７日 発行


